
三鷹市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

三鷹市議会会議規則（昭和42年三鷹市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠

席届を提出することができる。 

 第83条に次の１項を加える。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に

欠席届を提出することができる。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、出産に伴う議会の欠席に関す

る規定を設けるとともに、委員会の欠席についても同様の改正を行うため、本案を

提出します。 

 

 

 

 

 



三鷹市議会会議規則新旧対照表 

 

改 正 案 現   行 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに議長に届け出なければな

らない。 

２ 議員は、出産のため出席できないと

きは、日数を定めて、あらかじめ議長

に欠席届を提出することができる。 

 

（欠席の届出） 

第83条 委員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに委員長に届け出なければ

ならない。 

２ 委員は、出産のため出席できないと

きは、日数を定めて、あらかじめ委員

長に欠席届を提出することができる。 

 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに議長に届け出なければな

らない。 

 

 

 

 

（欠席の届出） 

第83条 委員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに委員長に届け出なければ

ならない。 

 


